
令和２年1１月９日

１ ２

３ ４

昨日、お店に行っ
て買ったゲーム機
が、他のお店で
もっと安くなってい
た…！

５ ６

次のうち、クーリング・オフができるのはどれでしょう？

ケース１

昨日、新聞販売
員が家に来て、

新聞の３か月購
読契約をした

ケース２

３日前、

ネットショッピング
で購入したＳＮＳで
話題の美顔器

ケース４

３日前、街で無料
ネイル体験に誘わ
れてお店に行き、
そこで勧められて
買った美顔器

ケース３

答え２，４，６

１週間前に、
半年間の契約を
した英会話教室

ケース６

1週間前に、
半年間の契約を
したスポーツジム

ケース５

※クーリング・オフ制度については裏面へ



『クーリング・オフ制度』って❓

消費者ホットライン「１８８」 御案内の流れ

郵便番号が分かる 1

郵便番号が分からない 2

○郵便番号（７桁）入力

○固定電話の場合は地域を
選択。携帯の場合は最寄りの窓口へ

お住まいの市町の

消費生活センターや相談窓口

山口県消費生活センターなど

又はを押す

詳しくは、山口県ＨＰ
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/syo-center/cooling-off.html

検 索山口県 クーリング・オフ

いったん成立した契約は、一方的に解除することはできませんが、訪問販売等、下表のとおり特定の取引の場
合には、一定の期間内であれば、無条件で解除できる「クーリング・オフ制度」が認められます。
契約した後で、冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、消費者から一方的に申込みの撤回や契
約の解除ができる例外的な消費者保護制度です。

法律で認められた例外的な消費者保護制度です

取引内容 適用対象 期 間

訪問販売
※キャッチセールス、アポイントメントセール
ス、ＳＦ（催眠）商法を含む

店舗外での原則すべての商品・サービスの取引

８日間

訪問購入
業者が自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引
（対象外：自動車（二輪を除く）、家具、家電、本・CD・
DVD、ゲームソフト類、有価証券）

電話勧誘販売 業者からの電話勧誘による原則すべての商品・
サービスの取引

特定継続的役務提供
エステティックサロン、美容医療、語学教室、学習
塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービ
ス（店舗契約含む）

連鎖販売取引
（マルチ商法） すべての商品・サービスの取引

（店舗での契約を含む） ２０日間
業務提供誘引販売取引
（内職商法・モニター商法）

クーリング・オフの手続きは必ず書面（はがき）による通知で行います。はがきは、両面
ともコピーをとり、簡易書留などの配達記録が残る方法で通知しましょう。
クレジット契約した場合は、クレジット会社にも必ず通知しましょう。

クーリング・オフを行使すると、消費者は負担なく契約を解除できます。支払ったお金は返金され、手元にある
商品を返送する場合の送料は、事業者が負担します。

手続き

効 果

※ 現金取引で３０００円未満の商品は対象外

※ インターネットショッピングは通信販売に当たり、クーリング・オフ制度の対象外です。対象外

豆 知 識

※表面のクイズ ケース２、４は「訪問販売」、ケース６は「特定継続的役務提供」の取引です。


